
戸籍謄本が未提出だと戸籍謄本が未提出だと
審査が始まりません審査が始まりません

�▶�▶�戸籍謄本が必要な申請について�戸籍謄本が必要な申請について
は､戸籍謄本到着後に審査開始は､戸籍謄本到着後に審査開始
となります。できるだけ早期にとなります。できるだけ早期に
ご提出ください｡ご提出ください｡

問合せ：市民課☎982･9692 981･5392
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本人確認書類について（紙申請のみ）本人確認書類について（紙申請のみ）
　以下のいずれかの組み合わせの有効な原本（コピー　以下のいずれかの組み合わせの有効な原本（コピー
は不可）をお持ちください｡は不可）をお持ちください｡
・A書類1点・A書類1点
・B書類2点・B書類2点
・B書類1点�+�C書類1点・B書類1点�+�C書類1点
※表は一例です｡詳細はお問い合わせください｡※表は一例です｡詳細はお問い合わせください｡

A
日本国旅券（失効後6カ月以内のもの
を含む）､運転免許証､マイナンバーカ
ードなど

B
健康保険証､介護保険証､子ども医療
費受給資格証､国民年金手帳（証書）な
ど

C
学生証､会社の身分証明書､公の機関
が発行した資格証明書のうち“写真付
き”のもの�など

戸籍謄本について戸籍謄本について
　切り替え申請（更新）以外は､申請の際に｢戸籍謄本｣を添付する必要があります｡同一戸籍の　切り替え申請（更新）以外は､申請の際に｢戸籍謄本｣を添付する必要があります｡同一戸籍の
方が同日に申請する場合に限り､1通の｢戸籍謄本｣を共用することができます｡方が同日に申請する場合に限り､1通の｢戸籍謄本｣を共用することができます｡
　なお､電子申請の場合は｢戸籍謄本｣を市役所もしくは各市民サービスセンターの窓口に持　なお､電子申請の場合は｢戸籍謄本｣を市役所もしくは各市民サービスセンターの窓口に持
参するか､下記の宛先に送付してください｡その際､封筒の裏側に｢申請者氏名｣｢電子申請完了参するか､下記の宛先に送付してください｡その際､封筒の裏側に｢申請者氏名｣｢電子申請完了
後に通知される“受理番号”｣を記載してください｡後に通知される“受理番号”｣を記載してください｡

※�県収入証紙は､12月31日※�県収入証紙は､12月31日
日をもって販売を終了しま日をもって販売を終了しま
す｡購入済みの収入証紙はす｡購入済みの収入証紙は
令和6年3月31日日まで使令和6年3月31日日まで使
用可能です｡これ以降は､用可能です｡これ以降は､
令和10年12月31日日まで令和10年12月31日日まで
県で還付を受けられます｡県で還付を受けられます｡

キャッシュレス決済が使えます
　県収入証紙の廃止に伴い､10月2日からキ
ャッシュレス決済を開始しました｡県収入証
紙に代わり､右表の決済サービスによる県手
数料の納付が可能です｡
　また､令和6年1月9日火からは､電子申請の
場合に限り､手数料全額について､クレジット
カードによる決済が可能となります(カード
情報登録済みの方のみ)｡ プリペイド式の場合は、事前のチャージを忘れずに！

※窓口ではチャージできません。

支払方法 決済ブランド
クレジットカード、
デビットカード VISA､Mastercard

電子マネー
nanaco､WAON､

楽天Edy､交通系電子マネー
（Suica･PASMO）など

コード決済 PayPay､auPAY､
楽天ペイ､d払い

顔や自署（サイン）の画像は顔や自署（サイン）の画像は
規格に沿って提出規格に沿って提出

�▶�▶�加工（反転･色）や影、白飛�加工（反転･色）や影、白飛
びがある､文字が薄いなびがある､文字が薄いな
ど､規格を満たしていなど､規格を満たしていな
い場合は､再度撮影し修い場合は､再度撮影し修
正が必要です｡正が必要です｡

審査結果や修正依頼は審査結果や修正依頼は
マイナポータルを確認マイナポータルを確認

�▶�▶�審査の結果や修正が必要な場合のお知�審査の結果や修正が必要な場合のお知
らせはマイナポータルに届きます｡修らせはマイナポータルに届きます｡修
正などの対応が行われない場合､審査正などの対応が行われない場合､審査
は中断したままとなります。適宜マイは中断したままとなります。適宜マイ
ナポータルの通知をご確認ください｡ナポータルの通知をご確認ください｡

二重に申請してしまった二重に申請してしまった
場合場合

�▶��▶�二重に申請をした場合､窓口で二重に申請をした場合､窓口で
一方の取り下げの手続きが必一方の取り下げの手続きが必
要となります｡要となります｡

！

！ ！

！

詳細は詳細は
こちらこちら

宛先：〒342-8501 吉川市きよみ野一丁目1番地　吉川市役所市民課

手数料について手数料について
申請区分 手数料
10年用 16,000円（国［収入印紙］14,000円＋県2,000円）
5年用 11,000円（国［収入印紙］� 9,000円＋県2,000円）
12歳未満 � 6,000円（国［収入印紙］� 4,000円＋県2,000円）

残存有効期間
同一旅券 � 6,000円（国［収入印紙］� 4,000円＋県2,000円）

詳細は詳細は
こちらこちら
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